
東京都職員採用選考

都立療育施設等で働く

言語聴覚士を募集します

東京都職員Ⅰ類B・Ⅱ類 福祉技術（言語聴覚士）

選考の詳細、申込方法は東京都福祉局ＨＰをご覧ください

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syo
kuin_joukin/bosyu_ichiran/fukusigijutu.html

選 考 日 申 込 受 付 締 切 合格発表

令和５年１０月２２日（日） 令和５年１０月６（金）１７時 １２月中旬

「オンライン説明会」実施します！

☞説明会詳細・申込はこちら

受付締切：令和５年９月２０日（水）午後5時

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syo
kuin_joukin/gyoumusetsumeikai/comedical.html

説明会日時：令和５年９月２３日（土）午前中

令和６年４月1日付

東京都福祉局総務部職員課人事担当 03-5388-3946

配属予定先 採用予定人数

療育センター、心身障害者福祉センター
（職場の詳細は裏面をご覧ください）

4名程度

業務説明会実施内容

〇 選考に関する案内
〇 療育センターの紹介、言語聴覚士の業務内容

〇 先輩職員との座談会・質疑応答

Microsoft teamsを利用した説明会です。

PCからの御参加はアプリ等不要です。

当日は東京都で言語聴覚士として働く

先輩職員の生の声をお届けします。

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/bosyu_ichiran/fukusigijutu.html
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/gyoumusetsumeikai/comedical.html


● 心 身 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー

● 療 育 セ ン タ ー

職場のご紹介

○ 受 験 資 格 （ 採 用 職 種 は 、 「 福 祉 技 術 」 と い い ま す ）

現在、言語聴覚士が所属しているのは、補装具の判定や相談を行

う部門と、高次脳機能障害者支援を行う部門です。判定・相談部

門では、聴覚障害のある１８歳以上の方を対象に、障害者総合支

援法に基づく補装具（補聴器）の支給に関する判定や相談を担当

しています。高次脳機能障害者支援部門では、相談支援、地域

ネットワークの構築並びに人材育成、広報・普及啓発などの事業

を実施しています。

言語聴覚士としては特殊な分野かもしれませんが、医療機関、教

育機関では経験できない福祉分野での業務を経験することができ、

視野が広がることも魅力の一つです。

Ⅰ 類 Ｂ Ⅱ 類

採用予定日現在、40歳未満で、言語聴覚士免許を有する人又は翌年
春の国家試験により言語聴覚士の免許を取得する見込みの人で下記
のア又はイのいずれかに該当する人
ア 大学において指定科目を修めて卒業した人又は卒業見込みの人
イ 大学卒業を入学要件とする2年以上の言語聴覚士養成所等を修
了した人又は修了見込みの人

採用予定日現在、30歳未満で、言語聴覚士免許を有する人又は翌
年春の国家試験により言語聴覚士の免許を取得する見込みの人で
下記に該当する人
大学及び大学卒業を入学要件とする2年以上の言語聴覚士養成所等
を除く、言語聴覚士養成所等を修了した人又は修了見込みの人

い ず れ の 区 分 も 筆 記 考 査 と 口 述 考 査 （ 面 接 ） を 行 い ま す 。
筆 記 考 査 は 、 言 語 聴 覚 士 の 基 礎 知 識 を 問 う 専 門 記 述 課 題 と 小 論 文 課 題 の ２ 種 類 を 行 い ま す 。
採 用 情 報 等 は 東 京 都 福 祉 局 の ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い （ 表 面 に U R L を 記 載 し て い ま す ）

北 療 育 医 療 セ ン タ ー

府 中 療 育 セ ン タ ー

〒162-0823

東京都新宿区神楽河岸1番1号

東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）

12～15階

〒114-0033
東京都北区十条台一丁目2番3号

〒183-8553
東京都府中市武蔵台2丁目9番地2

施設規模：入所［260床］、通所［30人］、通園［40人］

法に基づく身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談
所として、区市町村等への専門的な知識及び技術を必要と
する相談、指導業務や医学的、心理学的判定、補装具の処
方及び適合判定等を行っています。
また、高次脳機能障害支援普及事業の支援拠点として高次
脳機能障害のある方への相談・支援等を行っております。
その他、身体障害者手帳、愛の手帳の発行や、東京都重度
心身障害者手当の支給等を行っています。

本院と城南分園と城北分園の3つがあります。対象は主に重症心身障害児者、

肢体不自由児者です。城南分園と城北分園は、入所を除く外来部門と通園部

門（保育所等訪問支援を含む）、通所部門があります。北療育医療センター

は、利用児者の年齢層が幅広く、様々な障害のある方を総合的に支援してい

ます。また、対象児者への個別訓練・指導の他、家族支援や学校、他の施設

との連携も行います。施設規模：医療［50床］、療育［70床］、通園［40人］、通所［30人］

2020年6月、新センターへ移転し、都立多摩療育園と一体となり、外来部門や

児童発達支援部門を備えた総合療育センターに生まれ変わりました。利用者

の年齢は幼児から高齢者まで幅広く、高齢者の場合、発達の未熟さに加え加

齢による機能低下があるため、言語機能の維持向上を目的とした個別訓練を

行っています。あわせて、生活の場でもあるためQOLの維持向上も目的として

います。

新センターは二つの施設の機能が一体化して対象が拡大したため、命に向き

合う重症心身障害児者に対する支援から、年齢が小さいお子さんの保護者へ

の支援も含めた療育まで、言語聴覚士として幅広く貴重な経験が積める職場

となっています。

北 療 育 医 療 セ ン タ ー 城 北 分 園

施設規模：通園［40人］、通所［20人］

北 療 育 医 療 セ ン タ ー 城 南 分 園

〒121-0062
東京都足立区南花畑五丁目10番1号

〒145-0065
東京都大田区東雪谷四丁目5番10号

施設規模：通園［25人］、通所［30人］


